
資料 2 

食品期限表示の 設定のガイドラインについて 

l 目的 

厚生労働省が 所管する食品衛生法及び 農林水産省が 所管する J 

AS 法に基づき表示すべき 食品の期限について、 その設定に関する 

食品全般に共通したガイドラインを 策定する。 

2.  経緯 

平成 i 6 年 2 月に厚生労働省及び 農林水産省が 共同で「期限表示 

設定のガイドライン 策定」検討会を 設置。 ( メンバーは別紙 1 参照 ) 

その後、 業界団体等が 作成したガイドラインやそれらの 業界団体 

等からのヒアリンバ 等を参考にしつつ、 計 5 回の検討会において 検 

討を重ね、 平成丁 6 年 i 2 月に本ガイドライン ( 案 ) を策定した。 

3.  今後の予定 

木 共同会議における 議論を踏まえた 後に、 厚生労働省及び 農林水 

産省の共同で、 都道府県や業界等に 通知する予定。 



食品期限表示の 設定のためのガイドライン ( 案 ) 

平成 1 6 年 1 2 月 

食品期限表示の 設定のためのガイドライン 策定検討会 

Ⅰ ll 背景・目的 

● 食品。 の日付表示に 関しては、 平成 7 年 4 月から製造年月日等の 表示に代えて、 

消費期限又は 賞味期限 ( 品質保持期限 ) の期限表示を 行ってきている。 また、 

平成 1 5 年 7 月には、 食品衛生法及び 農林物資の規格化及び 品質表示の適正化 

に関する法律 ( 以下「 ]AS 法 」という ) に基づく表示基準を 改正することに 

より、 「賞味期限」と「品質保持期限」の 2 つの用語が「賞味期限」に 統一され 

るとともに、 「賞味期限」及び「消費期限」のいずれについても、 それらの定義 

の統一が行われた。 

● 期限の設定については、 厚生労働省 ( 「期限表示の 設定は、 食品の特性等に 応 

じて、 微生物試験や 理化学試験及び 官能検査の結果等に 基づき、 科学的・合理 

的に行 う ものであ ること」等 ) 及び農林水産省 ( 「食品に表示される「賞味期限」 

等の期限は、 その食品の品質保持に 関する情報を 把握する立場にあ り、 当該製 

品に責任を負 う 製造業者等が 科学的、 合理的根拠をもって 適正に設定すべきも 

のであ る」等 ) において示されている 他、 一部の業界団体等において 自主的に 

ガイドライン 等が作成されているところであ る。 しかし、 食品全般に共通した 

期限表示の設定に 関する科学的なガイドラインを 示す必要性が 指摘されてきた。 

● このため、 平成 1 6 年 2 月、 厚生労働省と 農林水産省が 共同で設置した「食 

品期限表示の 設定のためのガイドライン 策定検討会」 ( 食品衛生学、 化学、 微生 

物学の専門家、 期限表示の設定経験を 有するもの ( 業界関係者 ) 等から構成 ) 

において計 5 回の検討 ( 平成 1 6 年 3 月～ 1 6 年 1 1 月 ) を行い、 食品全般に 

共通する客観的なガイドラインを 作成した。 ( メンバ一については 別紙工参照 ) 

● 当 ガイドライン ( 案 ) は、 これまでの研究結果、 業界団体等が 作成した既存 

の自主基準やガイドライン、 業界団体等へのヒアリンバ 及び諸覚国における 期 

限 表示の設定根拠等を 基に、 本 検討会において 検討した結果をとりまとめたも 

のであ る。 

● また、 当 ガイドライン 自体が期限設定の 際に役立つことはもとより、 業界団 

体等が自主的に 個別会日。 に係る期限設定のガイドライン 等を作成する 際の礎 と 

なることを期待する。 

Ⅰ 上 



2. 期限表示設定の 基本的な考え 方 

(1 ) 食品の特性に 配慮した客観的な 項目 (f 目標 ) の設定 

ト 期限表示が必要な 食品は、 生鮮食品から 加工食品までその 対象が多岐に 

わたるため、 個々の食品の 特性に十分配慮した 上で、 食品の安全性や 品質 

等を的確に評価するための 客観的な項目 ( 指標 ) に基づき、 期限を設定す 

る 必要があ る。 

下 客観的な項目 ( 指標 ) とは、 「理化学試験」、 「微生物試験」などにおいて 

数値化することが 可能な項目 ( キ討票 ) のことであ る。 ただし、 一般に主観 

的な項目 ( 指標 ) と考えられる「官能検査」における「 色 」、 「風味」等で 

あ っても、 その項目 ( 指標 ) が適切にコントロールされた 条件下で、 適切 

な 被験者により 的確な手法によって 実施され数値化された 場合は、 主観の 

積み重ねであ る「経験 ( 値 ) 」とは異なり、 客観的な項目とすることが 可能 

と判断される。 

や これらの項目 ( 指標 ) に基づいて設定する 場合であ っても、 結果の信頼 

性と妥当性が 確保される条件に 基づいて実施されなければ、 客観性は担保 

されない。 

下 各々の試験及び 項目 ( 指標 ) の特性を知り、 それらを総合的に 判断し 、 

期限設定を行わなければならない。 

ち なお、 食品の特性として、 例えば 1 年を越えるなど 長期間にわたり 品質 

が 保持される食品については、 品質が保持されなくなるまで 試験 ( 検査 ) 

を強いることは 現実的でないことから、 設定する期限内の 品質が保持され 

ていることを 確認することにより、 その範囲内であ れば合理的な 根拠とす 

ることが可能であ ると考えられる。 

(2) 食品の特性に 応じた「安全係数」の 設定 

卜 食品。 の特性に応じ、 設定された期限に 対して 1 未満の係数 ( 安全係数 ) 

をかけて、 客観的な項目 ( 指標 ) において得られた 期限よりも短い 期間を 

設定することが 基本であ る。 

なお、 設定された期間については、 時間単位で設定することも 可能であ 

ると考えられることから、 結果として安全係数をかける 前と後の期限が 同 

一日になることもあ る。 

労 例えば、 品質が急速に 劣化しやすい「消費期限」が 表記される食品にっ 

いては、 特性の 一 っとして品質が 急速に劣化しやすいことを 考慮し期限が 

設定されるべきであ る。 
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(3) 特性が類似している 食品に関する 期限の設定 

ト 本来、 個々の食品毎に 試験・検査を 行い、 科学的・合理的に 期限を設定 

すべきであ るが、 商品アイテムが 膨大であ ること、 商品サイクルが 早いと 

いった食品を 取り巻く現状を 考慮すると、 個々の食品毎に 試験・検査をす 

ることは現実的でないと 考えられる。 食品の特性等を 十分に考慮した 上で、 

その特性が類似している 食品の試験・ 検査結果等を 参考にすることにより、 

期限を設定することも 可能であ ると考えられる。 

(4) 情報の提供 

ン 期限表示を行 う 製造者等は、 期限設定の設定根拠に 関する資料等を 整 

備・保管し、 消費者等から 求められたときには 情報提供するよ う 努めるべ 

きであ る。 



( 参考 1 ) 代表的な試験について 匝 
食品の製造日からの 品質劣化を理化学的分析法により 評価するものであ る。 

食品の特性に 応じて各食品の 性状を反映する 指標を選択し、 その指標を測定す 

ることにより、 賞味期限の設定を 判断するものであ る。 

一般的な指標としては、 「粘度」、 「 濁度 」、 「比重」、 「過酸化物価」、 「 酸価 」、 

「 pH 」、 「酸度」、 「栄養成分」、 「糖度」等があ げられる。 これらの指標は 客観 

的な指標 ( 数値 ) として表現することが 可能であ り、 食品の特性に 応じて、 合 

理的・科学的な 根拠として有用となると 捉えられる。 これらの指標を 利用して、 

製造日の測定値と 製造国以後の 測定値とを比較検討することで、 普遍的に品質 

劣化を判断することが 可能であ る。 

輌 
食品の製造日からの 品質劣化を微生物学的に 評価するものであ る。 その際、 

食品の種類、 製造方法、 また温度、 時間、 包装などの保存条件に 応じて、 効果 

的な評価の期待できる 微生物学的指標を 選択する必要があ る。 

一般的指標としては、 「一般 生 菌数」、 「大腸菌群 数 」、 「大腸菌数」、 「低温細菌 

残存の有無」、 「芽胞菌の残存の 有無」等が挙げられる。 これらの指標は 客観的 

な 指標 ( 数値 ) として表現されることが 可能であ り、 合理的・科学的な 根拠と 

して有用であ ると捉えられる。 

しかしながら、 この場合には、 食品の種類等によって 許容可能な数値は 異な 

ることを考慮する 必要があ る。 

目 
食品の性質を 人間の視覚・ 味覚・嗅覚などの 感覚を通して、 それぞれの手、 法 

にのっとった 一定の条件下で 評価するものであ る。 測定機器を利用した 試験と 

比べて、 誤差が生じる 可能性が高く、 また結果の再現性も 体調、 時間帯などの 

多くの要因により 影響を受ける。 しかし、 指標に対して 適当な機器測定法が 開 

発されていない 場合や、 測定機器よりも 人間の方が感度が 高い場合などに、 有 

効 利用され得る。 得られたデータの 信頼性と妥当性を 高くするためには、 適切 

にコントロールされた 条件下で、 適切な被験者による 的確な手法によって 実施 

され、 統計学的手法を 用いた解析により 結果を導くよ う に留意しなければなら 

ない。 



( 参考 2) 業界団体等がとりまとめたガイドライン 及びヒアリンバ 結果の例示 

I 例示 1  冷凍食品 ( 比較的期限が 長 い 製品 )l 
Ⅰ 冷凍食品を製造販売している 企業が参加している ( 社 ) 日本冷凍食品協会 

によってガイドライン「冷凍食品の 期限表示の実施要領」が 作成されてい 

る。 指標としては 微生物学的基準、 理化学的基準、 官能的基準の 3 つから 

なり、 それぞれ微生物試験、 理化学試験、 官能試験によって 評価を行 うと 

している。 期限設定の際には、 流通実態に応じた 保存試験を行い、 試験期 

間 (E 間 ) を設定している。 また基準に見合った 検査方法、 各試験の評価 

方法、 期限設定を行う 者や期限表示の 方法が決められている。 また協会が 

得た試験結果や 海外事例も、 参考までに例示している。 

Ⅰ また、 「冷凍食品」を 製造販売している 企業にヒアリンバを 行ったところ、 

製品の種類やタイプに 応じて、 指標や検査方法、 評価方法が上記ガイドラ 

インとは異なっている 部分もあ った。 指標としては、 全体として微生物学 

的基準、 理化学的基準、 官能的基準の 3 つを設定していた。 微生物学的基 

準の指標としては、 一般 生 菌数や大腸菌群数など、 化学的基準の 指標とし 

ては、 脂肪の変質やビタミン 類の分解などをあ げていた。 官能的基準の 指 

標としては、 香味や色調などであ った。 また、 保存・流通上の 環境因子を 

考慮し、 想定される流通・ 保管温度での 試験に加えて、 保存温度を設定温 

度より高めに 設定する加速試験も 実施していた。 安全係数は、 商品価値限 

界に至る期間の 7 Ⅰ 1 0 で設定されていた。 また、 期限設定については 適 

宜 見直しを実施していた。 

@ 例 2  パン ( 比較的期限が 早い製品Ⅱ 

Ⅰ 「パン」製造業では、 ①品質の保持される 期間が製造日を 含めておおむね 5 

日前後以内の 劣化速度が速い 製品と、 ②品質の保持される 期間が製造日を 

含め 5 日を十分に超える 製品の、 両方を製造しているのが 特徴であ った。 

①は消費期限の 、 ②は賞味期限の 表示対象となる。 ( 社 ) 日本パン工業会で 

は「日付 ( 期限等 ) 表示管理マニュアル」を 作成し、 この消費期限と 賞味 

期限の表示対象製品事例を 提示していた。 消費期限表示対象製品は 、 食パ 

ン 、 菓子パン、 パン、 ドーナツ、 その他の 、 5 つの製品群に 分けられてい 

た。 期限表示の指標としては、 主として微生物学的基準と 官能的基準が 使 

われていた。 微生物学的基準の 指標では、 生菌数、 大腸菌群、 黄色ブドウ 

球菌が、 官能的基準の 指標では、 味、 色、 香り、 形状、 触感、 カビ・酵母 

が設定されていた。 また、 期限設定のための 検査については 具体的な商品 

を例示しつつ、 ①品質の保持される 期間が製造日を 含めておおむね 5 日前 

後 以内の劣化速度が 速 い 製品では、 毎日実施することとしていた。 この場 

合、 安全係数として、 消費期限設定対象製品については「保存可能期限 一 

1 日」等の設定が 例示されていた。 また、 検査結果のデータについて、 当 



該 製品の販売期間中保存することとしていた。 

● また、 「パン」を製造販売している 企業にヒアリンバを 行ったところ、 消費 

期限については、 期限の期間が 3 ～ 4 日であ るため、 安全係数が結果とし 

て日付まで影響を 及ぼす事例は 少なく、 また、 調理パンのように 製品によ 

っては製造時間の 影響も考慮する 必要があ るものもあ ることから、 製造時 

間の表示も同時記載しているとのことであ った。 



別紙 1 

食品期限表示の 設定のためのガイドライン 検討会委員名簿 
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資料 3 

市町村合併に 伴う所在地 (X は住所 ) 表示について 

1.  背景 
0  住民の立場に 立って、 市町村の行政サービスを 維持し、 向上さ 

せるとともに、 行政としての 規模の拡大や 効率 ィヒ を図るとい j 観 
点から、 市町村合併が 推進されており、 平成 16 年 4 月 1 日から 

平成 16 年 10 月 1 日までに、 144 市町村が合併して 42 の両町が 

成立したところであ る。 ( 平成 16 年 10 月 1 日時点、 ま Q 壁立二型立の 

2.  現状 
0  容器包装に表示する 製造所等の所在地又は 住所については、 食 

品衛生法及び 抽出 法 に基づき、 表示を行 う こととなっているが、 
合併後いつの 時点で新所在地又は 住所で記載すべきか 明確に定 

まっておらず、 事業者等が混乱している。 

0  事業者等より、 資源の有効利用の 観点から、 旧 所在地又は住所 

が印刷されている 容器包装の在庫があ る間は、 l 日所在地又は 住所 

の容器包装を 使用したい旨等の 声が寄せられている。 

0  また、 l 日所在地又は 住所の表示をしている 食品の事故が、 万一 

生じた場合であ っても、 その責任の所在の 追及あ るいは製品の 回 

収等の行政措置を 迅速かつ的確に 行 う ことができる。 

3.  対応 ( 案 ) 

0  食品衛生法及び 山 描法に基づき 表示すべき所在地又は 住所に 

ついては、 l 日住所又は所在地の 表示を市町村合併後も 当分の間 

( もしくは期限っ き で ) 認めることとする。 

( 参考 ) 酒類に表示すべき 所在地又は住所については、 別添のとおり、 
定められている。 



別 添 

市町村合併による 酒類の製造 場 等の所在地等について 

1  酒税の保全及び 酒類葉組合等に 関する法律 ( 昭和 28 年法律第 7 号 ) 

( 酒類の種類等の 表示義務 ) 

第 8 6 条の 5  酒類製造業者又は 酒業   売 業者は、 政令で定めるところにより、 

、 酒類の種類その 他の政令で定める 事項を、 容易に識別することができる 方、 法 一                                             " 
61 モ， ) 第 29 条に規定する 保税地域をいう。 ) から引き取る ナ 四類 (7 自利 ai 去 % き 

28 条第 1 項、 第 28 条の 3 第 1 項 X は第 29 条第 1 項の規定の適用を 受ける 

ものを除く。 ) 又はその 販 七場から搬出する 酒類の容器又は 包 壮 の 見 やすい 

fJr@@r  {.WM@  b  @  ¥ 

2  酒税の保全 及 U 酒類葉組合等に 関する法律施行令 ( 昭和 28 年政令第 28 号 ) 

( 表示事項 ) 

第 8 条の 3 

1  酒類製造業者はそのけ 道場 ( 酒税法第 28 条第 6 項又は第 28 条の 3 第 4 項の規 

定により酒類の 製造免許を受けた 製造 場 とみなされた 場所を含む。 以下この条 

において同じ。 ) か亘 移出立 る 酒類 ( 同法第 28 条第 1 項又は第 29 条第 1 項の規定 

の 適用を受けるものを 除く。 ) の 容器の見やすい 箇所に、 当該酒類の移出の 時 

までに、 その氏名又は 名称、 その製造 場 ( 自己の他の製造 場 においてこの 条の 

規定により表示すべき 事項の全部を 表示した酒類を 移入し、 これをそのままの 

表示で更に移出する 場合における 製造場を除く。 ) 二所産地、 容器の容量 ( 粉 

末 酒 にあ っては、 当該粉末酒の 重量以下この 条において同じ。 ) 及び当該 酒 

類の種類 ( 品目のあ る種類の酒類については、 品目。 以下同じ。 ) 並びに当該 

酒類の種類に 応じ次に掲げる 事項を、 容易に識別することができる 方法 ( 当該 

、 酒類 倶ォ務 大臣が定める 見本用のものを 除く。 ) の種類については、 財務省令 

で 定めるところにより 財務大臣に届け 出た方法。 次項において 同じ。 ) で表示 

しなければならない。 ( 以下、 省略 ) 

6  第 1 項から第 3 項までの規定による 表示をじなければならない 者は、 相続 

( 総括遺贈を含む。 ) 、 合併その他の 事由によりこれらの 規定による表示をし 難 

レ 、 場合にお 、 、 て 、 財務大臣の承認を 受けたときは、 これらの規定により 表示す 

べき事項の一部を 省略し、 又はこれらの 規定による表示と 異なる表示をするこ 

とができる。 

2
 



3  酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の 制定について ( 法令子 牢 状通達 ) 

( 平成 11 年 6 月 25 % 

第 8 編 第 86 条の 5  1 は ト 製造 場 等の所在地及び 住所の表示 

製造 場 等の所在地並びに 組合 令 第 8 条の 3 ぱ 表示 車工則 第 2 項及び第 5 項 

に規定する住所の 表示は、 住居表示に関する 法律 ( 昭和 37 年法律第 119 号 ) 

に基づく住居表示による。 ( 以下、 省略 ) 

第 8 編 第 86 条の 5  1(2@  ( ロ ) 異なる表示を 行 う ことができる 表示義務 

事 " 
組合 令 第 8 条の 3 ぱ 表示事項》第 6 項に規定する「異なる 表示」を行 う こと 

ができる表示義務事項は 、 次のとおりとする。 

A  俗 略 ) 

B  相続、 合併、 経営組織の変更、 社名変更、 行政区画の変更等によって 表 

示 義務事項に異動を 生じた場合において、 その異動前の 表示義務事項 ( 以 

下、 省略 ) 

第 8 編 第 86 条の 5  Ⅱ 2 片 ( 二 ) 「省略」又は「異なる 表示」の承認を 与える 

期間等 

「省略」又は「異なる 表示」の承認を 与える期間及び 事項は、 必要最小限 

0     % 囲 ( 例えぼ 、 、 準備が完了するまでの 最短期間 ) にとどめる。 ( 以下、 省略 ) 



参 考 

1. 所在地及び住所の 表示をする主な 根拠法令 

0 厚生労働省 

食品衛生法施行規則第 2 1 条第 1 項ハ 一 
以下同じ。 ) 及び製造者又は 加工者 ( 輸入品にあ っては、 輸入業者。 以下岡 

じ 0) の氏名 ([i 芸人にあ って ヰ Ⅰ ゴニ 、 その 名 % く 0 第 8 項及び 第コ 1 0 項にお t,) て同 

じ 。 ) 

0 農林水産省 

加工食品品質表示基準第 3 条 

加工食品の品質に 関し、 製造業者、 加工包装業者又は 輸入業者 飯 完美 

者が製造業者又は 加工包装業者との 合意等により 製造業者又は 加工包装業 

者に代わってその 品質に関する 表示を行うこととなっている 場合にあ って 

は、 当該販売業者。 以下「製造業者等」という。 ) が 加工食品の容器又は 包 

装 に一括して表示すべき 事項は 、 次のとおりとする。 ただし、 飲食料品を 

製造し、 若しくは加工し、 一般消費者に 直接販売する 場合又は飲食料品を 

設備を設けて 飲食させる場合はこの 限りでない。 

(1) 名称 

(2) 原材料名 

(3) 内容量 

(4) 賞味期限 

(5) 保存方法 

(6)    ，造   の氏名又は名称及び   主 所 

2.  施行準備期間について 

0 食品 添 訪日物の表示の 全面表示 ( 食品衛生法のみ ) 3 年間 

0 期限表示の名称等の 統一 ( 食品衛生法及び JAS 法 )  2 年間 

0 加工食品の原料原産地表示対象品目拡大 (JAS 法 )  2 年間 

④
 




